
内部通報規程 

施行日：2023（令和 5）年 4月 1日 

（目的） 

第１条 この規程は、従業員等からの組織的又は個人的な法令違反行為、行政が定めるガイ

ドラインや社内規程違反行為、企業倫理上問題のある行為、コンプライアンス上問題のあ

る行為（以下、「コンプライアンス違反行為」という。）等に関する相談、通報の適切な

処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正・防止をはかり、当会社

におけるコンプライアンス体制強化を推進することを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、当会社の役員、従業員等又は退職者（退職の日から一年以内のものと

する）であった者に対して適用する。 

（通報窓口） 

第３条 通報制度責任部署（以下、「通報責任部署」という。）は内部監査室とし、通報を

受取る窓口及びコンプライアンス違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口

（以下、「通報窓口」という。）は、以下のとおりとする。通報者はいずれの窓口も利用

できるものとする。 

（１）社内窓口 

監査役及び内部監査室長 

（２）社外窓口 

当会社が通報窓口業務を委任した弁護士（弁護士法人を含む） 

２ 通報責任部署は、本規程、通報窓口及びその利用方法等を、第２条に定める者に周知す

ることを管理担当部署に指示するものとする。 

（通報の方法） 

第４条 通報窓口の利用方法は、別段の定めがない限り、電話・電子メール・書面・面談に

よる。 

２ 通報窓口への通報の際には、原則として氏名・所属部署を明らかにして行なうものとす

る。但し、匿名によることも認める。 

（通報） 

第５条 第２条に定める者は、コンプライアンス違反行為が生じ又は生じるおそれがあると

思料する場合は通報窓口に通報することができる。 

２ 通報の内容は以下のとおりとする。 

（１）行為の具体的な内容 

（２）行為を行なっている者の氏名、部署名 

（３）行為が行なわれていることを知った経緯 

（４）その他行為に関すること 



３ 本規程に関係する全ての者は、第２条に定める者が本規程に基づき通報や相談を行なう

ことを妨げる行為をしてはならない。 

４ 本規程に関係する全ての者は、通報に係る事実関係の調査に際して協力を求められた場

合には、調査担当者に協力しなければならず、調査担当者による調査を妨害する行為をし

てはならない。 

５ 通報者は、事実と異なることを知りながら行なう通報、誹謗中傷を目的とする通報、個

人的利益を図ることを目的とした通報、その他不正目的での通報等、第１条に定める本規

程の目的とは異なる目的での通報を行なってはならない。 

（通報内容の検討・調査） 

第６条 通報責任部署 は、通報を受け付けた場合には、正当な理由がある場合を除いて、必

要な調査を実施する。 

２ 窓口担当者は、通報者に対し、前項の検討結果及び今後の対応について通知する。調査

を開始する場合には通報者に対し、20日以内 にその旨を通知する。ただし、匿名の通報

者であって連絡先が不明の場合を除く。 

３ 窓口担当者は、通報の内容が組織の長その他幹部が関係する事案及び調査の独立性に問

題が生じる恐れのある事案であると判断した場合、通報の内容を遅滞なく、社外取締役及

び監査役にも報告するものとする。通報を受けた社外取締役及び監査役は必要に応じて、

自ら又は第三者をして、独自に調査を行うことができる。 

（事実関係の調査） 

第７条 調査が必要な場合、通報窓口の各担当者は自ら事実関係の調査を行い、又は通報責

任部署の構成員と共に調査を行い、必要に応じて他部門等に調査を依頼することができ

る。 

２ 通報窓口は、守秘義務を負い、通報者のプライバシー等に十分な配慮をしなければなら

ない。 

３ 通報窓口は、調査の実施に際し、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう

調査の方法に十分な配慮をしなければならない。 

４ 調査に当たり調査対象者は、通報内容の毀損、隠蔽、改ざん、その他調査を妨げる行為

をしてはならない。 

５ 内部通報調査に関係する全ての者は、通報者の承諾又は法令に基づく場合など正当な理

由がない限り、通報の内容、調査の内容、その他の個人情報を含む全ての情報に守秘義務

を負い、第三者に漏洩してはならず、目的外に利用してはならない。調査担当者でなくな

った、又は退社した後も同様とする。 

６ 当会社の役員、従業員等は正当な理由のない限り、通報者の探索を行ってはならない。 

（情報共有の範囲） 



第８条 通報において知り得た情報は、窓口担当者、通報責任部署の構成員及び通報事案に

関する調査を行う者（以下「調査担当者」という。）に限り、共有することができる。た

だし、通報者の承諾のある場合はこの限りではない。 

２ 前項に定める情報のうち通報者の特定につながり得る情報（通報者の所属・氏名等、通

報者しか知り得ない情報、調査が通報を端緒とするものであること等をいう。）について

は、調査のために必要不可欠な場合を除き、窓口担当者は、調査担当者に共有しないよう

努めるものとする。 

３ 当会社は情報共有の範囲外の共有がなされたことが発覚した場合には、適切な救済及び

回復措置をとるものとする。 

（調査結果の報告） 

第９条 前条の調査の結果、コンプライアンス違反行為が認められたときは、調査担当者

は、通報責任部署及び取締役会に報告をしなければならない。 

２ 取締役会は、前項の報告を受けた場合、必要に応じ、第三者委員会による調査、違反者

の処分及び再発防止策の検討その他の適切な措置を講じるものとする。 

（利益相反関係の排除） 

第 10条 通報処理業務に携わる者は、自らが関係する不正行為についての通報の処理に関与

してはならない。 

２ 当会社役員、従業員等は公益通報担当業務に関与する時点で、自らが事実関係者等に該

当するか否かを確認するものとし、該当する場合には、通報責任部署及び窓口担当に報告

しなければならない。 

３ 通報処理業務が当会社の役員その他管理監督者等に関する事案である場合又は調査担当

者に利益相反がある場合には、通報責任部署はこれらの者を担当から除外し、調査の独立

性を確保する措置をとるものとする 

（進捗状況の通知） 

第 11条 通報窓口は、調査中、通報対象者（不正行為を行い又は行うおそれがあると通報さ

れた者をいう。）や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつ

つ、通報者に対し、適宜、調査の進捗状況について通知するよう努める。ただし、匿名に

よる通報の場合はこの限りではない。 

（是正措置） 

第 12条 調査の結果、コンプライアンス違反行為が明らかになった場合には、当会社は速や

かに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。 

２ 通報責任部署は前項により実施された措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機

能していないと判断した場合には追加の措置をとる。 

３ 是正措置に関する業務に関する責任者は通報責任部署長とする。 

（懲戒処分） 



第 13条 調査の結果、コンプライアンス違反行為が明らかになった場合には、当会社は当該

行為に関与した者に対して、就業規則に基づいて処分することができる。 

（調査結果の通知） 

第 14条 通報窓口は、調査担当者の調査の結果を踏まえ、調査結果を、可及的速やかにとり

まとめ、通報者に対し、その結果を通知する。ただし、匿名による通報の場合はこの限り

ではない。 

（是正結果の通知及びフォローアップ） 

第 15条 通報窓口は、通報対象者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー

等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく、是正結果について通知する。ただし、匿名に

よる通報の場合はこの限りではない。 

２ 通報窓口は、通報処理終了後も、通報者に対して通報を理由とした報復行為や不利益な

取扱い等が行われていないかを確認するなど、通報者保護に係る十分なフォローアップを

行う。ただし、匿名による通報の場合はこの限りではない。 

（不利益な取扱いの禁止） 

第 16条 本規程に関係する全ての者は、コンプライアンス違反行為を通報した者に対し、通

報したことを理由として、報復行為その他いかなる不利益な取扱いも行なってはならな

い。 

２ 当会社は、通報者等が通報したことを理由として通報者の職場環境が悪化することが無

いよう適切な処置をとらなければならない。 

３ 当会社は、通報者に対し不利益な取扱いや嫌がらせ等を行なった者に対して、就業規則

等に従い処分を行なう。 

（仕組みの周知等） 

第 17条 通報責任部署は、通報処理の仕組み及びコンプライアンスの重要性について、当会

社の役員、従業員等又は退職者に対し、社内研修、一斉メールなどにより、定期的に十分

な周知・教育を行うことを管理担当部署に指示するものとする。 

２ 通報責任部署は、通報処理業務に携わる者に対して、十分な研修等を行う。 

３ 通報責任部署は当会社の役員、従業員等又は退職者であった者から寄せられる、通報処

理の仕組みや不利益取扱いに関する事項及び本規程の内容に関する質問・相談に対して必

要な範囲で管理担当部署と連携して対応するものとする。 

（見直し） 

第 18条 通報責任部署は、本規程に基づく是正措置及び再発防止策が十分に機能しているか

を確認するとともに、管理担当部署と連携して従業員等に対するアンケート、調査担当者

による意見交換、専門家等による改善点の確認等、定期的、客観的かつ公正な方法による

評価を行うことにより、必要に応じ、本規程による通報処理の仕組みを改善することとす

る。 

（記録の保管） 



第 19条 通報責任部署は、内部通報への対応に関する記録を作成し、適切に保管するものと

する。 

（開示） 

第 20条 当会社は、通報窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な

業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲

において役員、従業員等に開示することができるものとする。 

 


